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本日の会議に 

付した事件  

 請願審査 

(1) 請願第３号 現行の健康保険証をのこすことを求

める請願 

議事の経過 別紙のとおり 

一関市議会委員会条例第 29 条の規定により、ここに署名する。

            委員長
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教育民生常任委員会記録 

令和６年９月 19 日  

 （ 午後０時５分 開会 ） 

委員長 ：ただいまの出席委員は８名です。 

全員の出席ですので、これより本日の委員会を開会します。 

録画、録音、写真撮影を許可しておりますので、御了承願います。 

これより議事に入ります。 

請願審査を行います。 

初めに、請願第３号、現行の健康保険証をのこすことを求める請願を議題とします。 

６月 18 日の委員会で紹介議員から請願趣旨の説明を受け、６月 24 日の委員会では請

願者の意見を伺っております。 

今後の請願審査の進め方について、意見交換を行います。 

     岩渕委員。 

岩渕委員：本日の当委員会で意見交換をして、採択するかしないかの結論を出して、今日で審査を

終了することが望ましいと私は思いますので、よろしくお願いします。 

委員長 ：ほかにございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、意見交換を終わります。 

お諮りいたします。 

請願第３号の審査の進め方について、本日採決することで進めたいと思います。 

さよう決することに御異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決しました。 

     請願第３号について、お一人ずつ御意見の発表をお願いします。 

     千葉信吉委員。 

千葉（信）委員：議論をすでにやっていますので、すぐに採決でよろしいかと思います。 

委員長 ：佐藤委員。 

佐藤委員：ぜひ意見を言わせてください。 
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委員長 ：ただいま佐藤委員から意見を発表したい旨、発表されましたので、意見の発表をお願い

します。 

     佐藤委員。 

佐藤委員：昨日も市民環境部の部長からマイナ保険証にひもづけている方が六十何％でした。 

実際に使っていらっしゃる方が 11％ということでした。 

     実際、全国的に見ても全国保険医、医師の方からとか、歯科医師の方とか、いろいろな

ところから反対の署名ですとか、存続を求める意見書というのがあがっております。 

     実際、もう既に衆議院とか、参議院には存続を求める意見書が実際あがっております。 

     それからまた国のほうも実際 12月２日と河野デジタル大臣とかは一生懸命進めていま

すけれども、ほかの閣僚たちも若干早いのではないかという意見も中にはあります。 

     ですから現行の保険証がなくなっても、資格確認証とかがありますけれども、両方ある

ということで、両方進めて行っていただいていいのですけれども、現行の保険証はこのま

ま存続していってくださいということで、私は意見書をあげることに、賛成です。 

委員長 ：そのほか御意見ございませんか。 

     （「なし」の声あり） 

委員長 ：なければ、意見を終わります。 

     お諮りいたします。 

     これより採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、これより採決を行います。 

     請願第３号、現行の健康保険証をのこすことを求める請願を採択することに賛成者の

挙手を願います。 

     （賛成者挙手） 

委員長 ：挙手少数です。 

     よって請願第３号は不採択とすべきものと決定しました。 

     ただいまの審査の報告については、正副委員長に御一任いただくことに御異議ありま

せんか。 

     （「異議なし」の声あり） 

委員長 ：異議ありませんので、さよう決しました。 
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     以上で、請願第３号、現行の健康保険証をのこすことを求める請願の審査を終わりま

す。 

     以上で、本日の委員会を終了いたします。 

     御苦労さまでした。 

 （ 午後０時 11 分 終了 ） 


